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                        はじめに   

昨年度は９月の台風 15 号や２月の前線の発達による突風被害など、日本各地で自

然災害が多く発生し、本県畜産業においても被害を受けました。被災された皆様には心

からお見舞い申し上げます。 

さて、昨年は改元により、平成から令和がスタートした年でもあります。そのような中、本

県の畜産振興の方針や具体的な取り組みを盛り込んだ産業振興計画も第３期の終期を

迎え、成果や見えてきた課題を検証しました。中でも外商活動により需要が高まっている

土佐あかうしにつきましては、国の畜産クラスター事業や県のレンタル畜産施設等整備

事業などを活用した畜舎整備や機械導入への支援、子牛の導入や自家保留による母

牛の増頭への支援、さらには乳用牛への受精卵移植などにより、増頭を進めてまいりまし

た。その結果、直近の飼養頭数（H31.2.1 時点）は 2,399 頭となり、頭数が底を打った

1,595 頭（H26.2.1 時点）と比べ、約 800 頭の増頭となっています。一方、高齢化が進む

中、課題となっている担い手の確保につきましては、ここ数年の畜産物価格の高値推移

や生産性向上により収益性が高まった結果、土佐和牛を中心に担い手が増加していま

す。親元就農の他に新規就農者も多く、若い担い手からは、「子牛の導入支援もありが

たいが、経営を行う上で必要となる経費全般に活用可能な資金が欲しい。」といった声も

多く聞かれました。そのため県では令和元年度から、市町村や JA とともに造成する土佐

和牛経営安定基金を創設し、支援を始めたところです。 

家畜伝染病につきましては、平成 30 年９月から発生している豚熱（旧：豚コレラ）がい

まだに終息せず、中部地方だけでなく関東地方や沖縄県でも発生が確認され、依然予

断を許さない状況が続いております。幸いなことに、四国では野生イノシシを含め、発生

は確認されておりません。鳥インフルエンザにつきましても、近隣諸国では継続的に発生

しているところですが、今シーズンは野鳥も含め、国内での発生は確認されておりません。

これらはひとえに農家や関係者の皆様方の努力の賜だと思います。今後も農家の皆様

には飼養衛生管理基準を遵守していただくとともに、特に養豚農家の皆様におかれまし

ては、現在進めています農場周囲の防護柵設置についても早期に完了していただくよう

重ねてお願いします。 

TPP11 や日米貿易協定などが発効し、量販店でも僅かではありますが、輸入牛肉や

豚肉を見かけるようになりました。しかしながら、県産畜産物の需用は安定しており、今の

ところ大きな影響は見られておりません。今後も、外商や地消の取り組みをしっかりと進め、

高まった需要を拡大再生産につなげ、生産者の皆様の所得向上に取り組んでまいりま

す。 

結びに、本冊子が高知県の畜産を知っていただく一助となりましたら幸いです。 

 

令和２年３月 

  高知県農業振興部畜産振興課長    

谷本 忠司         

 

 



－２－ 

        農業の概況    

１ 農業就業人口・戸数と耕地面積の推移 

本県の農業就業人口は 27，161 人（平成 27 年）で、昭和 20 年代後半から産業構造の変化に伴い年々

減少しています。年齢構成では 60 歳以上が 19,613 人と大きな割合を占め、高齢化が進んでいます。販売

農家戸数は 15,387 戸で、そのうち専業農家は 8,008 戸となっています。*1 

また、本県の耕地面積は 27,442ha（平成 30 年）です。内訳は、田 20,700ha(対前年差△100ha)、普通

畑 2,880ha（同△10ha）、樹園地 3,670ha（同△10ha）、牧草地 192ha（同△3ha）です。昭和 35 年には

59,000ha あった耕地は、この 50 数年間で半数を切る程に減少しています。*2 

２ 産出額の推移 

平成 30 年の農業産出額は、前年から約 2.0%減の 1,170 億円でした。 

畜産部門の産出額は、前年から約 5.9%減の 80 億円となりました。これは農業産出額の約 6.8%に当たり

ます。畜種別では、乳用牛 27 億円、肉用牛 15 億円、豚 18 億円、鶏 20 億円となっています。＊３ 

                    

                  

 

*1 出典：「2015 年農林業センサス」 

*2 出典：「平成 30 年面積調査」 

*3 出典：「平成 30 年生産農業所得統計」 

畜産産出額の推移 

 
億円 億円 

農業産出額 
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    部門別概況 

１ 酪農 
酪農家戸数は高齢化による廃業や後継者不足を背景に前年に比べ 8％の減少の 59 戸でした。飼養頭

数は前年に比べ 1％の減少の 3,477 頭となっています。 

 一方、１戸あたりの平均飼養頭数は平成元年と比較して２倍を超え、年々大規模化が進んでいます。飼

養形態も従来の繋ぎ飼いでパイプライン搾乳の方式から、牛が自由に行動できるフリーバーンでミルキングパ

ーラー搾乳の方式が増加しています。 

 飼料費を低減するため、酪農家が自ら牧草を生産する取組に加え、酪農家が牛ふん堆肥を耕種農家の

水田に散布し、その水田で生産された稲発酵粗飼料（稲ＷＣＳ）を飼料として利用する耕畜連携の取組も

県内各地で見られます。また、香美市や南国市、大月町では、本県の温暖な気候を活かして乳牛を一年

中放牧する山地酪農も行われています。 

 生産性向上の取組として、毎月の乳量や乳成分を測定、分析する乳用牛群検定に現在、25 戸が加入し

ており、乳量の増加や乳質の改善に生かされています。また、県域、あるいは地域毎に共進会や研修会が

開催され、乳器や肢蹄など生産性に関連する体型改良や乳牛の快適性の改善など日ごろの飼養管理技

術向上への成果を研鑽しあうとともに、酪農家相互の親睦も深められています。 
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２ 肉用牛 

平成31年の肉用牛飼養戸数は161戸（前年比8戸減）でした。高齢化や後継者の不在による廃業を

主な原因として戸数の減少が続いていますが、新たな担い手の就農もみられるようになっています。 

飼養頭数は5,986 頭（2.6%増）となりました。内訳は、褐毛和種2,399頭（7.3％増）、黒毛和種2,628頭

（1.8％増）、その他乳用種及び交雑種959頭（5.4％減）です。飼養頭数はここ数年増加していますが、今後

も生産基盤を維持・拡大するためには、後継者や新規参入者のような担い手、和牛繁殖雌牛のさらなる確

保が重要な課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらの課題に対して県では、以下のような取組を進めています。 

生産対策としては、市町村やJAが行う生産者に貸し付ける畜舎の整備、畜産クラスター協議会による地

域での収益力向上に必要な施設の整備に対する支援などにより、生産の拡大に取り組んでいます。また、市

町村が行う繁殖雌牛導入のための基金造成、農業団体が行う繁殖雌牛導入に対する助成金に対する支援

により、和牛繁殖基盤の強化を図っています。流通対策としては、PR活動や商談会への参加など、販路開

拓・消費拡大に向けた支援を行っています。 

今後も県産業振興計画に基づき、畜舎の整備促進や和牛の増頭支援による生産基盤の強化、IoT

機器の活用実証による生産性の向上、流通販売への支援による加工・販売体制の強化など、生産から

消費までの一体的な取組を推進していきます。 

 

3 養豚 
 平成31年の養豚飼養戸数は前年から１戸増の17戸でした。飼養頭数は前年比4.2％増の26,842頭

となっており、このうち子取り用雌豚の頭数は前年とほぼ同じ2,816頭です。農家１戸当たりの平均飼養

頭数は1,579頭となりました。 

 飼料価格の高止まりなどにより、養豚農家の経営は依然厳しい状況が続いているため、生産性の向上

やブランド化による有利販売、畜舎周辺の環境対策などを推進しています。 
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4 養鶏 

（１）採卵鶏  

平成 31 年の飼養戸数は前年から 1 戸

減 の 40 戸 、飼 養 羽 数 は対 前 年 比 約

6.9％増の 307,806 羽でした。 

（２）ブロイラー 

平成 31 年の飼養戸数は前年から 2 戸

減の 8 戸、飼養羽数は対前年比約 9.3％

減の 351,000 羽でした。 

5 養蜂 
蜜蜂は、県内では海岸沿いを中心にみかん・レンゲ・くりなどを蜜源として飼育されています。また、受粉

用になす・シシトウ等の施設園芸農家に貸し出されています。 

平成 31 年の飼養戸数は前年より増加し 57 戸、蜂群数は対前年比 14%増の 958 群でした。 
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土佐ジロー卵 飼育風景 

 高知県の特産畜産物 

１ 土佐ジロ－ 

土佐ジローは、高知県原産の天然記念物「土佐地鶏」（オス）と

国内在来種である「ロードアイランドレッド」（メス）を交配した卵肉兼

用の一代交雑種（F１）です。 

飼養管理は高知県が作成した「土佐ジロー飼養マニュアル」に

基づき、緑餌の給与や平飼いなどを飼養条件とし、中山間地域における複合

経営の一つとして昭和 61 年度から普及を始め、平成 31 年 2 月 1 日現在、79

戸の農家で、雌 17,925 羽・雄 5,300 羽が飼育されています。 

卵は、一般的な鶏卵と比べ小ぶりですが、卵黄が大きく卵白とのバランスが

絶妙、味は濃厚で「コク」のある美味しさです。鶏肉用に飼育される土佐ジロー

は、主にオスで約 150 日間じっくり育てられ、赤身の強い肉色は噛めば噛むほ

ど濃厚なうま味溢れる味わいが高い評価を受けています。 

土佐ジローの生産物は主に県内の量販店・農協・道の駅等で販売され、一

部はアンテナショップや都市部の百貨店にも出荷されています。また、飲食店の 

食材として供給されるほか、加工製品（カマボコ・アイスクリーム・洋菓子等）の原 

材料として利用されています。 

土佐ジロー肉 

土佐ジロー生産流通体制

飲食店・量販店・百貨店・農協・食品加工業者など

・系統の維持
・種卵の生産、譲渡畜産試験場

・初生ヒナ育成
・ヒナ（３０日齢）配布

・生産物（卵・肉）出荷
・雌450日齢までに更新
・雄120～150日齢出荷

生産者会員

・土佐ジロー協会事務局
・加工品開発 ・集出荷販売

委託企業

・産業振興計画実行
・事業調整
・飼養衛生管理指導

畜産振興課
家畜保健衛生所

・孵化業務 ・初生ヒナ配布調整
・集出荷調整 ・販売の仲介・調整

育成場

土佐ジロー協会
（民間企業へ協会事務を委託）
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自然豊かな高知から 2 土佐はちきん地鶏 
高知県は、日本鶏の主たる 38 品種の中で８品種を持ち、全国でも例を見な

い「鶏王国土佐」と呼ばれています。土佐はちきん地鶏は、その伝統を背景として、

流通業界から新たな肉用鶏がほしいとの要望を受け、高知県畜産試験場が開発したこだわりの鶏です。 

高知県原産の土佐九斤の雄に大シャモの雌を掛け合わせたクキンシャモ（雄）と、白色プリマスロック（雌）を交

配して作出しました。生存率が高く飼いやすい肉用鶏で、産業規模の飼育を目指しています。 

肉質は市販のブロイラーに比べて脂肪が少なく、ほどよい歯ごたえがあり、冷凍してもドリップ（肉汁漏出）が少な

いため、アミノ酸などのうまみ成分が失われにくいという特徴があります。そのため料理専門家などからも高い評価

をいただいており、他県の地鶏に負けない素材です。 

平成 30 年度は、年間約 8.8 万羽が生産されており、現在 500 店を超える県内外の飲食店、ホテル、量販店

等に販売されています。 

また、各生産農家も生産規模の拡大に向けた施設整備や食鳥処理・加工施設の整備を行い、増産に向けた体

制が整いつつあることから、土佐はちきん地鶏振興協議会を母体として、さらに県内外に向けた販路拡大を図り、

土佐はちきん地鶏が文字通り本県の特産ブランド鶏として認知されるよう取り組んでいきます。 

 
 

クキンシャモ♂ 

大シャモ♀ 土佐九斤♂ 

白色プリマスロック♀ 

土佐はちきん地鶏 


